
(57)【要約】

【課題】　ＤＶＤ－ＶＲ規格で記録される光ディスクに

は、視聴制限のための機能はなく、光ディスク再生装置

さえあれば、その光ディスクに記録されたコンテンツを

誰でも自由に視聴できてしまう。

【解決手段】　選択したコンテンツに視聴制限をかける

場合は（ステップ１０３のＹＥＳ）、その選択したコン

テンツのＴＥビットを全てノーマル・ステートからテン

ポラリ・イレース・ステートに書き換える（ステップ１

０６）。ＤＶＤ－ＶＲ規格では、編集機能の一つとして

データ自体は削除されないが、編集後のデータは再生さ

れないようにするテンポラリイレース状態とする機能が

ある。そこで、このテンポラリイレース状態とするため

に、選択されたコンテンツの全てのＴＥビットをテンポ

ラリ・イレース・ステートに書き換えると、その選択さ

れたコンテンツは実質上視聴制限状態となる。

【選択図】　　　　　　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 編 集 時 に 記 録 型 光 デ ィ ス ク 上 の 記 録 デ ー タ は 削 除 せ ず 再 生 禁 止 の 所 定 状 態 と す る 編 集 機
能 を 有 す る 光 デ ィ ス ク 記 録 再 生 装 置 に お け る 視 聴 制 限 方 法 で あ っ て 、
　 前 記 記 録 型 光 デ ィ ス ク か ら 再 生 し よ う と し て 任 意 に 選 択 し た コ ン テ ン ツ に 、 視 聴 制 限 を
か け る か ど う か 判 定 す る 第 １ の ス テ ッ プ と 、
　 前 記 第 １ の ス テ ッ プ に よ り 、 視 聴 制 限 を か け る と 判 定 し た と き に は 、 前 記 選 択 し た コ ン
テ ン ツ の 全 再 生 領 域 に 亘 っ て 前 記 再 生 禁 止 の 所 定 状 態 に 変 更 す る 処 理 を 行 う 第 ２ の ス テ ッ
プ と
　 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 記 録 型 光 デ ィ ス ク の 視 聴 制 限 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 編 集 時 に 記 録 型 光 デ ィ ス ク 上 の 記 録 デ ー タ は 削 除 せ ず 再 生 禁 止 の 所 定 状 態 と す る 編 集 機
能 を 有 す る 光 デ ィ ス ク 記 録 再 生 装 置 に お け る 視 聴 制 限 方 法 で あ っ て 、
　 前 記 記 録 型 光 デ ィ ス ク か ら 再 生 し よ う と し て 任 意 に 選 択 し た コ ン テ ン ツ に 、 視 聴 制 限 が
か か っ て い る か ど う か 判 定 す る 第 １ の ス テ ッ プ と 、
　 前 記 第 １ の ス テ ッ プ に よ り 、 視 聴 制 限 が か か っ て い な い と 判 定 し た と き に は 、 視 聴 制 限
を か け る か ど う か 判 定 す る 第 ２ の ス テ ッ プ と 、
　 前 記 第 ２ の ス テ ッ プ に よ り 視 聴 制 限 を か け る と 判 定 し た と き に は 、 パ ス ワ ー ド を 入 力 さ
せ て 、 そ の 入 力 パ ス ワ ー ド を 保 存 す る と 共 に 、 前 記 選 択 し た コ ン テ ン ツ の 全 再 生 領 域 に 亘
っ て 前 記 再 生 禁 止 の 所 定 状 態 に 変 更 す る 処 理 を 行 う 第 ３ の ス テ ッ プ と 、
　 前 記 第 １ の ス テ ッ プ に よ り 視 聴 制 限 が か か っ て い る と 判 定 し た と き 、 又 は 前 記 第 ３ の ス
テ ッ プ で 前 記 再 生 禁 止 の 所 定 状 態 に 変 更 す る 処 理 が 行 わ れ た 選 択 し た コ ン テ ン ツ を 再 生 す
る と き に は 、 パ ス ワ ー ド を 入 力 さ せ て 、 そ の 入 力 パ ス ワ ー ド と 保 存 さ れ て い る パ ス ワ ー ド
と が 一 致 す る か ど う か 判 定 す る 第 ４ の ス テ ッ プ と 、
　 前 記 第 ４ の ス テ ッ プ で パ ス ワ ー ド 一 致 の 判 定 結 果 が 得 ら れ る と き に の み 、 前 記 選 択 し た
コ ン テ ン ツ の 全 再 生 領 域 に 亘 っ て 前 記 再 生 禁 止 の 所 定 状 態 を 再 生 可 能 の 通 常 状 態 に 変 更 す
る 処 理 を 行 う 第 ５ の ス テ ッ プ と
　 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 記 録 型 光 デ ィ ス ク の 視 聴 制 限 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 編 集 時 に 記 録 型 光 デ ィ ス ク 上 の 記 録 デ ー タ は 削 除 せ ず 再 生 禁 止 の 所 定 状 態 と す る 編 集 機
能 を 実 行 す る 制 御 部 を 有 し 、 前 記 記 録 型 光 デ ィ ス ク に 対 し て コ ン テ ン ツ の 記 録 再 生 を 行 う
光 デ ィ ス ク 記 録 再 生 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 制 御 部 は 、
　 前 記 記 録 型 光 デ ィ ス ク か ら 再 生 し よ う と し て 任 意 に 選 択 し た コ ン テ ン ツ に 、 視 聴 制 限 を
か け る か ど う か 判 定 す る 判 定 手 段 と 、
　 前 記 判 定 手 段 が 視 聴 制 限 を か け る と 判 定 し た と き に は 、 前 記 選 択 し た コ ン テ ン ツ の 全 再
生 領 域 に 亘 っ て 前 記 再 生 禁 止 の 所 定 状 態 に 変 更 す る 処 理 を 行 う 処 理 手 段 と
　 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 光 デ ィ ス ク 記 録 再 生 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 編 集 時 に 記 録 型 光 デ ィ ス ク 上 の 記 録 デ ー タ は 削 除 せ ず 再 生 禁 止 の 所 定 状 態 と す る 編 集 機
能 を 実 行 す る 制 御 部 を 有 し 、 前 記 記 録 型 光 デ ィ ス ク に 対 し て コ ン テ ン ツ の 記 録 再 生 を 行 う
光 デ ィ ス ク 記 録 再 生 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 制 御 部 は 、
　 前 記 記 録 型 光 デ ィ ス ク か ら 再 生 し よ う と し て 任 意 に 選 択 し た コ ン テ ン ツ に 、 視 聴 制 限 が
か か っ て い る か ど う か 判 定 す る 第 １ の 判 定 手 段 と 、
　 前 記 第 １ の 判 定 手 段 が 視 聴 制 限 が か か っ て い な い と 判 定 し た と き に は 、 視 聴 制 限 を か け
る か ど う か 判 定 す る 第 ２ の 判 定 手 段 と 、
　 前 記 第 ２ の 判 定 手 段 が 視 聴 制 限 を か け る と 判 定 し た と き に は 、 パ ス ワ ー ド を 入 力 さ せ て
、 そ の 入 力 パ ス ワ ー ド を 保 存 す る と 共 に 、 前 記 選 択 し た コ ン テ ン ツ の 全 再 生 領 域 に 亘 っ て
前 記 再 生 禁 止 の 所 定 状 態 に 変 更 す る 処 理 を 行 う 第 １ の 処 理 手 段 と 、
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　 前 記 記 録 型 光 デ ィ ス ク か ら 再 生 し よ う と し て 任 意 に 選 択 し た コ ン テ ン ツ に 、 前 記 第 １ の
判 定 手 段 に よ り 視 聴 制 限 が か か っ て い る と 判 定 し た と き 、 又 は 前 記 第 １ の 処 理 手 段 で 前 記
再 生 禁 止 の 所 定 状 態 に 変 更 す る 処 理 が 行 わ れ た 選 択 し た コ ン テ ン ツ を 再 生 す る と き に は 、
パ ス ワ ー ド を 入 力 さ せ て 、 そ の 入 力 パ ス ワ ー ド と 保 存 さ れ て い る パ ス ワ ー ド と が 一 致 す る
か ど う か 判 定 す る 第 ３ の 判 定 手 段 と 、
　 前 記 第 ３ の 判 定 手 段 で パ ス ワ ー ド 一 致 の 判 定 結 果 が 得 ら れ る と き に の み 、 前 記 選 択 し た
コ ン テ ン ツ の 全 再 生 領 域 に 亘 っ て 前 記 再 生 禁 止 の 所 定 状 態 を 再 生 可 能 の 通 常 状 態 に 変 更 す
る 処 理 を 行 う 第 ２ の 処 理 手 段 と
　 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 光 デ ィ ス ク 記 録 再 生 装 置 。

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 記 録 型 光 デ ィ ス ク の 視 聴 制 限 方 法 及 び 光 デ ィ ス ク 記 録 再 生 装 置 に 係 り 、 特 に デ
ィ ジ タ ル 動 画 信 号 な ど を 記 録 し た 記 録 型 光 デ ィ ス ク の 再 生 信 号 に 対 し て 視 聴 制 限 す る 記 録
型 光 デ ィ ス ク の 視 聴 制 限 方 法 及 び 光 デ ィ ス ク 記 録 再 生 装 置 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 近 年 、 動 画 像 信 号 の 記 録 再 生 が 可 能 な 大 容 量 の 記 録 媒 体 と し て 、 光 デ ィ ス ク で あ る Ｄ Ｖ
Ｄ （ Digital Versatile Disk） が 広 く 普 及 し て い る 。 か か る Ｄ Ｖ Ｄ に は 複 数 の 種 類 が あ り
、 記 録 再 生 が 可 能 な 記 録 型 の Ｄ Ｖ Ｄ に は 、 Ｄ Ｖ Ｄ フ ォ ー ラ ム が 策 定 し た Ｄ Ｖ Ｄ － Ｒ 、 Ｄ Ｖ
Ｄ － Ｒ Ｗ 、 Ｄ Ｖ Ｄ － Ｒ Ａ Ｍ が あ り 、 ま た 、 Ｄ Ｖ Ｄ ＋ Ｒ Ｗ ア ラ イ ア ン ス が 策 定 し た Ｄ Ｖ Ｄ ＋
Ｒ 、 Ｄ Ｖ Ｄ ＋ Ｒ Ｗ が あ る 。 ま た 、 Ｄ Ｖ Ｄ の ア プ リ ケ ー シ ョ ン フ ォ ー マ ッ ト も 複 数 の 種 類 が
あ る が 、 Ｄ Ｖ Ｄ フ ォ ー ラ ム が 策 定 し た 代 表 的 な も の と し て は 、 Ｄ Ｖ Ｄ － Ｖ ｉ ｄ ｅ ｏ 規 格 や
Ｄ Ｖ Ｄ － Ｖ Ｒ 規 格 が 知 ら れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 と こ ろ で 、 上 記 の Ｄ Ｖ Ｄ に 動 画 像 信 号 や 音 声 信 号 を 記 録 し 再 生 す る 場 合 、 例 え ば 子 供 向
け の ア ニ メ ー シ ョ ン と 大 人 向 け の 深 夜 番 組 を 同 じ 日 に 予 約 録 画 し た 場 合 、 途 中 で Ｄ Ｖ Ｄ を
交 換 し な い と 一 枚 の 光 デ ィ ス ク （ Ｄ Ｖ Ｄ ） に 両 方 の 番 組 を 記 録 す る こ と に な る が 、 そ の 場
合 、 記 録 後 の コ ン テ ン ツ を 子 供 が 視 聴 す る 際 に は も う 一 方 の コ ン テ ン ツ は 再 生 選 択 で き な
い よ う に し た い 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 ま た 、 記 録 済 み の 光 デ ィ ス ク を 貸 し 借 り す る 際 、 光 デ ィ ス ク 内 に プ ラ イ ベ ー ト な コ ン テ
ン ツ が 在 っ た 場 合 に 、 そ の コ ン テ ン ツ の み 視 聴 不 可 に し た い 。 更 に 、 光 デ ィ ス ク に 記 録 さ
れ た 情 報 内 容 の う ち 、 暴 力 シ ー ン な ど 未 成 年 者 に 見 せ た く な い 部 分 も あ る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 こ の よ う な 要 求 を 満 た す た め 、 Ｄ Ｖ Ｄ － Ｖ ｉ ｄ ｅ ｏ 規 格 で は 、 パ レ ン タ ル 機 能 が 用 意 さ
れ て お り 、 こ れ に よ り 視 聴 対 象 者 を 限 定 し て 視 聴 制 限 を か け る こ と が で き る （ 例 え ば 、 非
特 許 文 献 １ 参 照 ） 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
【 非 特 許 文 献 １ 】 Ｔ ｅ ｃ ｈ Ｄ Ｏ Ｃ 著 ， 「 記 録 型 Ｄ Ｖ Ｄ 規 格 ハ ン ド ブ ッ ク 」 ， 初 版 ， 株 式 会
社 デ ィ ー ・ ア ー ト ， ２ ０ ０ ３ 年 ５ 月 ３ ０ 日 ， ｐ ． １ １ ５
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 し か る に 、 Ｄ Ｖ Ｄ － Ｖ Ｒ 規 格 で 記 録 さ れ る 光 デ ィ ス ク （ Ｄ Ｖ Ｄ ） に は 、 上 記 の 視 聴 制 限
の た め の 機 能 は な く 、 光 デ ィ ス ク 再 生 装 置 さ え あ れ ば 、 そ の 光 デ ィ ス ク に 記 録 さ れ た コ ン
テ ン ツ を 誰 で も 自 由 に 視 聴 で き て し ま う た め 、 コ ン テ ン ツ 毎 に プ ラ イ バ シ ー を 持 た せ る こ
と が 困 難 で あ る と い う 問 題 が あ る 。

10

20

30

40

50

(3) JP 2005-339700 A 2005.12.8



【 ０ ０ ０ ８ 】
　 本 発 明 は 上 記 の 点 に 鑑 み な さ れ た も の で 、 視 聴 制 限 用 の 機 能 を 有 し な い 規 格 で 記 録 さ れ
る 記 録 型 光 デ ィ ス ク で も 、 視 聴 制 限 を 可 能 と し た 記 録 型 光 デ ィ ス ク の 視 聴 制 限 方 法 及 び 光
デ ィ ス ク 記 録 再 生 装 置 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 上 記 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 本 発 明 の 記 録 型 光 デ ィ ス ク の 視 聴 制 限 方 法 は 、 編 集 時 に 記
録 型 光 デ ィ ス ク 上 の 記 録 デ ー タ は 削 除 せ ず 再 生 禁 止 の 所 定 状 態 と す る 編 集 機 能 を 有 す る 光
デ ィ ス ク 記 録 再 生 装 置 に お け る 視 聴 制 限 方 法 で あ っ て 、 記 録 型 光 デ ィ ス ク か ら 再 生 し よ う
と し て 任 意 に 選 択 し た コ ン テ ン ツ に 、 視 聴 制 限 を か け る か ど う か 判 定 す る 第 １ の ス テ ッ プ
と 、 第 １ の ス テ ッ プ に よ り 、 視 聴 制 限 を か け る と 判 定 し た と き に は 、 選 択 し た コ ン テ ン ツ
の 全 再 生 領 域 に 亘 っ て 再 生 禁 止 の 所 定 状 態 に 変 更 す る 処 理 を 行 う 第 ２ の ス テ ッ プ と を 含 む
こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 こ の 発 明 で は 、 記 録 型 光 デ ィ ス ク か ら 再 生 し よ う と し て 任 意 に 選 択 し た コ ン テ ン ツ を 視
聴 制 限 す る 場 合 、 記 録 型 光 デ ィ ス ク 上 の 記 録 デ ー タ は 削 除 せ ず 再 生 禁 止 の 所 定 状 態 と す る
編 集 機 能 を 利 用 し て 、 上 記 の 選 択 し た コ ン テ ン ツ の 全 再 生 領 域 に 亘 っ て 再 生 禁 止 の 所 定 状
態 に 変 更 す る 処 理 を 行 う よ う に し た た め 、 選 択 し た コ ン テ ン ツ を 実 質 的 に 視 聴 制 限 す る こ
と が で き る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 ま た 、 上 記 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 本 発 明 の 記 録 型 光 デ ィ ス ク の 視 聴 制 限 方 法 は 、 編 集
時 に 記 録 型 光 デ ィ ス ク 上 の 記 録 デ ー タ は 削 除 せ ず 再 生 禁 止 の 所 定 状 態 と す る 編 集 機 能 を 有
す る 光 デ ィ ス ク 記 録 再 生 装 置 に お け る 視 聴 制 限 方 法 で あ っ て 、 記 録 型 光 デ ィ ス ク か ら 再 生
し よ う と し て 任 意 に 選 択 し た コ ン テ ン ツ に 、 視 聴 制 限 が か か っ て い る か ど う か 判 定 す る 第
１ の ス テ ッ プ と 、 第 １ の ス テ ッ プ に よ り 、 視 聴 制 限 が か か っ て い な い と 判 定 し た と き に は
、 視 聴 制 限 を か け る か ど う か 判 定 す る 第 ２ の ス テ ッ プ と 、 第 ２ の ス テ ッ プ に よ り 視 聴 制 限
を か け る と 判 定 し た と き に は 、 パ ス ワ ー ド を 入 力 さ せ て 、 そ の 入 力 パ ス ワ ー ド を 保 存 す る
と 共 に 、 選 択 し た コ ン テ ン ツ の 全 再 生 領 域 に 亘 っ て 再 生 禁 止 の 所 定 状 態 に 変 更 す る 処 理 を
行 う 第 ３ の ス テ ッ プ と 、 第 １ の ス テ ッ プ に よ り 視 聴 制 限 が か か っ て い る と 判 定 し た と き 、
又 は 第 ３ の ス テ ッ プ で 再 生 禁 止 の 所 定 状 態 に 変 更 す る 処 理 が 行 わ れ た 選 択 し た コ ン テ ン ツ
を 再 生 す る と き に は 、 パ ス ワ ー ド を 入 力 さ せ て 、 そ の 入 力 パ ス ワ ー ド と 保 存 さ れ て い る パ
ス ワ ー ド と が 一 致 す る か ど う か 判 定 す る 第 ４ の ス テ ッ プ と 、 第 ４ の ス テ ッ プ で パ ス ワ ー ド
一 致 の 判 定 結 果 が 得 ら れ る と き に の み 、 選 択 し た コ ン テ ン ツ の 全 再 生 領 域 に 亘 っ て 再 生 禁
止 の 所 定 状 態 を 再 生 可 能 の 通 常 状 態 に 変 更 す る 処 理 を 行 う 第 ５ の ス テ ッ プ と を 含 む こ と を
特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 こ の 発 明 で は 、 記 録 型 光 デ ィ ス ク か ら 再 生 し よ う と し て 任 意 に 選 択 し た コ ン テ ン ツ を 視
聴 制 限 す る 場 合 、 記 録 型 光 デ ィ ス ク 上 の 記 録 デ ー タ は 削 除 せ ず 再 生 禁 止 の 所 定 状 態 と す る
編 集 機 能 を 利 用 し て 、 上 記 の 選 択 し た コ ン テ ン ツ の 全 再 生 領 域 に 亘 っ て 再 生 禁 止 の 所 定 状
態 に 変 更 す る 処 理 を 行 う と 共 に 、 そ の と き に パ ス ワ ー ド を 入 力 さ せ て 保 存 し 、 全 再 生 領 域
に 亘 っ て 再 生 禁 止 の 所 定 状 態 と さ れ た コ ン テ ン ツ を 再 生 す る と き に は 、 パ ス ワ ー ド を 入 力
さ せ て そ の 入 力 パ ス ワ ー ド が 保 存 し て あ る パ ス ワ ー ド と 一 致 し た と き に 限 り 、 上 記 の 選 択
し た コ ン テ ン ツ の 全 再 生 領 域 に 亘 っ て 再 生 禁 止 の 所 定 状 態 か ら 再 生 可 能 な 通 常 状 態 に 変 更
す る 処 理 を 行 う こ と で 、 再 生 可 能 と す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 ま た 、 上 記 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 本 発 明 の 光 デ ィ ス ク 記 録 再 生 装 置 は 、 編 集 時 に 記 録
型 光 デ ィ ス ク 上 の 記 録 デ ー タ は 削 除 せ ず 再 生 禁 止 の 所 定 状 態 と す る 編 集 機 能 を 実 行 す る 制
御 部 を 有 し 、 記 録 型 光 デ ィ ス ク に 対 し て コ ン テ ン ツ の 記 録 再 生 を 行 う 光 デ ィ ス ク 記 録 再 生
装 置 で あ っ て 、 上 記 の 制 御 部 は 、 記 録 型 光 デ ィ ス ク か ら 再 生 し よ う と し て 任 意 に 選 択 し た
コ ン テ ン ツ に 、 視 聴 制 限 を か け る か ど う か 判 定 す る 判 定 手 段 と 、 判 定 手 段 が 視 聴 制 限 を か
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け る と 判 定 し た と き に は 、 選 択 し た コ ン テ ン ツ の 全 再 生 領 域 に 亘 っ て 再 生 禁 止 の 所 定 状 態
に 変 更 す る 処 理 を 行 う 処 理 手 段 と を 含 む こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 こ の 発 明 で は 、 記 録 型 光 デ ィ ス ク か ら 再 生 し よ う と し て 任 意 に 選 択 し た コ ン テ ン ツ を 視
聴 制 限 す る 場 合 、 記 録 型 光 デ ィ ス ク 上 の 記 録 デ ー タ は 削 除 せ ず 再 生 禁 止 の 所 定 状 態 と す る
編 集 機 能 を 利 用 し て 、 上 記 の 選 択 し た コ ン テ ン ツ の 全 再 生 領 域 に 亘 っ て 再 生 禁 止 の 所 定 状
態 に 変 更 す る 処 理 を 行 う よ う に し た た め 、 選 択 し た コ ン テ ン ツ を 実 質 的 に 視 聴 制 限 す る こ
と が で き る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 ま た 、 上 記 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 本 発 明 の 光 デ ィ ス ク 記 録 再 生 装 置 は 、 編 集 時 に 記 録
型 光 デ ィ ス ク 上 の 記 録 デ ー タ は 削 除 せ ず 再 生 禁 止 の 所 定 状 態 と す る 編 集 機 能 を 実 行 す る 制
御 部 を 有 し 、 記 録 型 光 デ ィ ス ク に 対 し て コ ン テ ン ツ の 記 録 再 生 を 行 う 光 デ ィ ス ク 記 録 再 生
装 置 で あ っ て 、 上 記 の 制 御 部 は 、
　 記 録 型 光 デ ィ ス ク か ら 再 生 し よ う と し て 任 意 に 選 択 し た コ ン テ ン ツ に 、 視 聴 制 限 が か か
っ て い る か ど う か 判 定 す る 第 １ の 判 定 手 段 と 、 第 １ の 判 定 手 段 が 視 聴 制 限 が か か っ て い な
い と 判 定 し た と き に は 、 視 聴 制 限 を か け る か ど う か 判 定 す る 第 ２ の 判 定 手 段 と 、 第 ２ の 判
定 手 段 が 視 聴 制 限 を か け る と 判 定 し た と き に は 、 パ ス ワ ー ド を 入 力 さ せ て 、 そ の 入 力 パ ス
ワ ー ド を 保 存 す る と 共 に 、 選 択 し た コ ン テ ン ツ の 全 再 生 領 域 に 亘 っ て 再 生 禁 止 の 所 定 状 態
に 変 更 す る 処 理 を 行 う 第 １ の 処 理 手 段 と 、 記 録 型 光 デ ィ ス ク か ら 再 生 し よ う と し て 任 意 に
選 択 し た コ ン テ ン ツ に 、 第 １ の 判 定 手 段 に よ り 視 聴 制 限 が か か っ て い る と 判 定 し た と き 、
又 は 第 １ の 処 理 手 段 で 再 生 禁 止 の 所 定 状 態 に 変 更 す る 処 理 が 行 わ れ た 選 択 し た コ ン テ ン ツ
を 再 生 す る と き に は 、 パ ス ワ ー ド を 入 力 さ せ て 、 そ の 入 力 パ ス ワ ー ド と 保 存 さ れ て い る パ
ス ワ ー ド と が 一 致 す る か ど う か 判 定 す る 第 ３ の 判 定 手 段 と 、 第 ３ の 判 定 手 段 で パ ス ワ ー ド
一 致 の 判 定 結 果 が 得 ら れ る と き に の み 、 選 択 し た コ ン テ ン ツ の 全 再 生 領 域 に 亘 っ て 再 生 禁
止 の 所 定 状 態 を 再 生 可 能 の 通 常 状 態 に 変 更 す る 処 理 を 行 う 第 ２ の 処 理 手 段 と を 含 む こ と を
特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 こ の 発 明 で は 、 記 録 型 光 デ ィ ス ク か ら 再 生 し よ う と し て 任 意 に 選 択 し た コ ン テ ン ツ を 視
聴 制 限 す る 場 合 、 記 録 型 光 デ ィ ス ク 上 の 記 録 デ ー タ は 削 除 せ ず 再 生 禁 止 の 所 定 状 態 と す る
編 集 機 能 を 利 用 し て 、 上 記 の 選 択 し た コ ン テ ン ツ の 全 再 生 領 域 に 亘 っ て 再 生 禁 止 の 所 定 状
態 に 変 更 す る 処 理 を 行 う と 共 に 、 そ の と き に パ ス ワ ー ド を 入 力 さ せ て 保 存 し 、 全 再 生 領 域
に 亘 っ て 再 生 禁 止 の 所 定 状 態 と さ れ た コ ン テ ン ツ を 再 生 す る と き に は 、 パ ス ワ ー ド を 入 力
さ せ て そ の 入 力 パ ス ワ ー ド が 保 存 し て あ る パ ス ワ ー ド と 一 致 し た と き に 限 り 、 上 記 の 選 択
し た コ ン テ ン ツ の 全 再 生 領 域 に 亘 っ て 再 生 禁 止 の 所 定 状 態 か ら 再 生 可 能 な 通 常 状 態 に 変 更
す る 処 理 を 行 う こ と で 、 再 生 可 能 と す る こ と が で き る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ７ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 記 録 型 光 デ ィ ス ク か ら 再 生 し よ う と し て 任 意 に 選 択 し た コ ン テ ン ツ を
視 聴 制 限 す る 場 合 、 記 録 型 光 デ ィ ス ク 上 の 記 録 デ ー タ は 削 除 せ ず 再 生 禁 止 の 所 定 状 態 と す
る 編 集 機 能 を 利 用 し て 、 上 記 の 選 択 し た コ ン テ ン ツ の 全 再 生 領 域 に 亘 っ て 再 生 禁 止 の 所 定
状 態 に 変 更 す る 処 理 を 行 う こ と に よ り 、 選 択 し た コ ン テ ン ツ を 実 質 的 に 視 聴 制 限 す る こ と
が で き る た め 、 視 聴 制 限 用 の 機 能 を 有 し な い 規 格 で 記 録 さ れ る 記 録 型 光 デ ィ ス ク に 記 録 さ
れ て い る コ ン テ ン ツ の 中 か ら 、 任 意 に 選 択 し た コ ン テ ン ツ に プ ラ イ バ シ ー を 持 た せ る こ と
が で き る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 ま た 、 本 発 明 に よ れ ば 、 全 再 生 領 域 に 亘 っ て 再 生 禁 止 の 所 定 状 態 と さ れ た コ ン テ ン ツ を
再 生 す る と き に は 、 パ ス ワ ー ド を 入 力 さ せ て そ の 入 力 パ ス ワ ー ド が 保 存 し て あ る パ ス ワ ー
ド と 一 致 し た と き に 限 り 、 選 択 し た コ ン テ ン ツ の 全 再 生 領 域 に 亘 っ て 再 生 禁 止 の 所 定 状 態
か ら 再 生 可 能 な 通 常 状 態 に 変 更 す る 処 理 を 行 う こ と で 、 再 生 可 能 と す る よ う に し た た め 、
パ ス ワ ー ド を 知 っ て い る 者 の み が 、 全 再 生 領 域 に 亘 っ て 再 生 禁 止 の 所 定 状 態 と さ れ た コ ン
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テ ン ツ を 再 生 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 更 に 、 本 発 明 に よ れ ば 、 規 格 で 定 め ら れ た 編 集 機 能 を 利 用 し て 視 聴 制 限 を 行 っ て い る た
め 、 当 該 規 格 に 準 拠 し た 他 の 再 生 装 置 で も 視 聴 制 限 し た コ ン テ ン ツ の 再 生 を 制 限 す る こ と
が で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 次 に 、 本 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 に つ い て 、 図 面 と 共 に 説 明 す る 。 図 １ は 本 発
明 に な る 記 録 型 光 デ ィ ス ク の 視 聴 制 限 方 法 の 一 実 施 の 形 態 の フ ロ ー チ ャ ー ト 、 図 ２ は 本 発
明 に な る 光 デ ィ ス ク 記 録 再 生 装 置 の 一 実 施 の 形 態 ブ ロ ッ ク 図 を 示 す 。 本 実 施 の 形 態 は 視 聴
制 限 を か け る 手 段 と し て 、 Ｄ Ｖ Ｄ － Ｖ Ｒ （ Video Recording） 規 格 で 規 定 さ れ て い る テ ン
ポ ラ リ ・ イ レ ー ス ・ ス テ ー ト （ Temporary Erase State） を 利 用 し 、 再 生 さ せ た く な い コ
ン テ ン ツ の 全 領 域 を テ ン ポ ラ リ イ レ ー ス 状 態 に 設 定 す る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 図 ２ に 示 す 本 実 施 の 形 態 の 光 デ ィ ス ク 記 録 再 生 装 置 は 、 Ｄ Ｖ Ｄ － Ｖ Ｒ 規 格 で コ ン テ ン ツ
が 記 録 さ れ た 光 デ ィ ス ク に 対 し て コ ン テ ン ツ を 記 録 し 再 生 す る た め の 光 デ ィ ス ク 記 録 再 生
部 １ と 、 記 録 再 生 装 置 全 体 の 記 録 再 生 動 作 を 制 御 す る 制 御 部 ２ と 、 制 御 部 ２ に 対 し て 少 な
く と も 記 録 、 再 生 、 停 止 、 視 聴 制 限 等 の 入 力 操 作 を 行 う 操 作 部 ３ と 、 制 御 部 ２ か ら 出 力 す
る 表 示 情 報 を 表 示 す る 表 示 部 ４ と を 少 な く と も 有 し て い る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 制 御 部 ２ は 、 そ の 制 御 動 作 の 一 つ と し て 、 操 作 部 ３ か ら の 入 力 操 作 に 基 づ い て 、 光 デ ィ
ス ク 記 録 再 生 部 １ に よ り 、 Ｄ Ｖ Ｄ － Ｖ Ｒ 規 格 で コ ン テ ン ツ が 記 録 さ れ た 光 デ ィ ス ク の 視 聴
制 限 の た め の 再 生 動 作 を 、 図 １ の フ ロ ー チ ャ ー ト に 従 っ て 行 わ せ る 。 制 御 部 ２ は 、 ま ず 、
光 デ ィ ス ク 記 録 再 生 装 置 の 表 示 部 ４ に 、 例 え ば 図 ３ に 示 す メ ニ ュ ー 画 面 を 表 示 さ せ て 、 使
用 者 に 再 生 す る コ ン テ ン ツ を 選 択 さ せ る （ ス テ ッ プ １ ０ １ ） 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 図 ３ に お い て 、 表 示 部 ４ に は 、 光 デ ィ ス ク 記 録 再 生 部 １ に お い て 再 生 し よ う と す る 光 デ
ィ ス ク に 記 録 さ れ て い る コ ン テ ン ツ が 例 え ば ４ つ あ る 場 合 、 そ れ ら ４ つ の 各 コ ン テ ン ツ の
内 容 を 端 的 に 示 す 静 止 画 の 代 表 画 像 １ １ 、 １ ２ 、 １ ３ 及 び １ ４ が 、 タ イ ト ル 番 号 に 対 応 付
け て 一 覧 表 示 さ れ る と 共 に 、 画 面 下 側 に 視 聴 制 限 設 定 ／ 解 除 ボ タ ン １ ５ が Ｏ Ｓ Ｄ （ オ ン ス
ク リ ー ン デ ィ ス プ レ イ ） で 表 示 さ れ て い る 。 ま た 、 タ イ ト ル 番 号 ＃ ２ に は 視 聴 制 限 状 態 表
示 マ ー ク １ ７ が 表 示 さ れ て お り 、 タ イ ト ル 番 号 ＃ ２ の コ ン テ ン ツ が 視 聴 制 限 が か か っ て い
る こ と を 示 し て い る 。 視 聴 制 限 が か か っ て い る か ど う か は 、 コ ン テ ン ツ 内 の す べ て の Ｔ Ｅ
の ビ ッ ト を 調 べ 、 テ ン ポ ラ リ ・ イ レ ー ス ・ ス テ ー ト で あ る か ど う か に よ り 判 断 す る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 す な わ ち 、 本 実 施 の 形 態 で は 、 選 択 し た コ ン テ ン ツ に 視 聴 制 限 を か け る 場 合 は 、 そ の 選
択 し た コ ン テ ン ツ の Ｔ Ｅ ビ ッ ト を 全 て ノ ー マ ル ・ ス テ ー ト か ら テ ン ポ ラ リ ・ イ レ ー ス ・ ス
テ ー ト に 書 き 換 え る 。 Ｄ Ｖ Ｄ － Ｖ Ｒ 規 格 で は 、 プ レ イ リ ス ト を 使 っ た 仮 想 編 集 機 能 が あ り
、 デ ー タ 自 体 は 削 除 さ れ な い が 、 編 集 後 の デ ー タ は 再 生 さ れ な い よ う に す る テ ン ポ ラ リ イ
レ ー ス 状 態 と す る 機 能 が あ り 、 こ の テ ン ポ ラ リ イ レ ー ス 状 態 と す る と き に は 、 そ の コ ン テ
ン ツ の Ｔ Ｅ ビ ッ ト を す べ て テ ン ポ ラ リ ・ イ レ ー ス ・ ス テ ー ト と す る 。 従 っ て 、 全 て の Ｔ Ｅ
ビ ッ ト が テ ン ポ ラ リ ・ イ レ ー ス ・ ス テ ー ト に 書 き 換 え ら れ た 選 択 さ れ た コ ン テ ン ツ は 、 実
質 上 視 聴 制 限 状 態 と な る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 こ の 状 態 で 、 使 用 者 が 図 ３ に 示 す よ う に カ ー ソ ル １ ６ に よ り タ イ ト ル 番 号 ＃ ３ の コ ン テ
ン ツ を 選 択 し た 場 合 は 、 制 御 部 ２ は 、 選 択 し た コ ン テ ン ツ に 視 聴 制 限 が か か っ て い る か ど
う か 判 定 す る （ ス テ ッ プ １ ０ ２ ） 。 こ こ で は 、 選 択 し た タ イ ト ル 番 号 ＃ ３ の コ ン テ ン ツ は
視 聴 制 限 が か か っ て い な い の で 、 光 デ ィ ス ク 記 録 再 生 装 置 は 、 視 聴 制 限 を か け る か ど う か
判 定 す る （ ス テ ッ プ １ ０ ３ ） 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
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　 視 聴 制 限 を か け る 場 合 は 、 使 用 者 が 図 ３ の 視 聴 制 限 設 定 ／ 解 除 ボ タ ン １ ５ を 例 え ば １ 回
押 下 し 、 視 聴 制 限 を か け な い 場 合 は 例 え ば ２ 回 連 続 し て 押 下 す る 。 ス テ ッ プ １ ０ ３ で 視 聴
制 限 を か け る と し た と き 、 あ る い は 、 ス テ ッ プ １ ０ ２ で 視 聴 制 限 が か か っ て い る コ ン テ ン
ツ を 選 択 し た と 判 定 し た と き に は 、 制 御 部 ２ は 、 表 示 部 ４ を 図 ４ に 示 す よ う な パ ス ワ ー ド
入 力 画 面 に 切 り 替 え て パ ス ワ ー ド の 入 力 を 促 す （ ス テ ッ プ １ ０ ４ 、 又 は １ ０ ５ ） 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 図 ４ に お い て 、 表 示 部 ４ の 画 面 に は 、 「 パ ス ワ ー ド を 入 力 し て 下 さ い 」 と い う メ ッ セ ー
ジ の 下 に ４ 桁 の 四 角 形 の パ ス ワ ー ド 入 力 領 域 、 カ ー ソ ル １ ８ 、 決 定 ボ タ ン １ ９ が 表 示 さ れ
る 。 使 用 者 は カ ー ソ ル １ ８ に よ り パ ス ワ ー ド を 入 力 す る 桁 を 指 定 し て 、 ４ 桁 の パ ス ワ ー ド
を 入 力 し た 後 、 決 定 ボ タ ン １ ９ を 押 下 す る 。 こ の よ う に し て 、 ス テ ッ プ １ ０ ４ で 最 初 に パ
ス ワ ー ド が 入 力 さ れ る と 、 そ の パ ス ワ ー ド が 光 デ ィ ス ク 上 の 特 定 領 域 （ Ｄ Ｖ Ｄ － Ｖ Ｒ 規 格
で 規 定 さ れ た 、 テ キ ス ト 情 報 を 記 録 す る た め の 領 域 Ｉ Ｔ ＿ Ｔ Ｘ Ｔ が 望 ま し い ） 、 又 は 固 定
メ モ リ （ フ ラ ッ シ ュ メ モ リ 等 の 不 揮 発 性 メ モ リ ） に 保 存 さ れ る と 共 に 、 指 定 コ ン テ ン ツ の
全 領 域 を 視 聴 可 能 な 通 常 状 態 か ら 視 聴 制 限 状 態 と す る よ う に 、 指 定 コ ン テ ン ツ 内 の 全 て の
Ｔ Ｅ ビ ッ ト を テ ン ポ ラ リ ・ イ レ ー ス ・ ス テ ー ト に 書 き 換 え る （ ス テ ッ プ １ ０ ６ ） 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 続 い て 、 光 デ ィ ス ク を 再 生 す る か 装 置 か ら 取 り 出 す か の ど ち ら が 使 用 者 に よ り 選 択 さ れ
た か を 判 定 し （ ス テ ッ プ １ ０ ７ ） 、 光 デ ィ ス ク 取 り 出 し の 場 合 は 、 光 デ ィ ス ク が 載 置 さ れ
て い る ト レ イ を オ ー プ ン し （ ス テ ッ プ １ １ ５ ） 、 再 生 の 場 合 は 、 ス テ ッ プ １ ０ ５ に 進 み パ
ス ワ ー ド の 入 力 を 促 す 。 一 方 、 ス テ ッ プ １ ０ ２ で 選 択 し た コ ン テ ン ツ に 視 聴 制 限 が か か っ
て い る と 判 定 し た 場 合 も ス テ ッ プ １ ０ ５ に 進 ん で パ ス ワ ー ド の 入 力 を 促 す 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 ス テ ッ プ １ ０ ５ で 前 述 し た ス テ ッ プ １ ０ ４ と 同 様 に 図 ４ に 示 し た パ ス ワ ー ド 入 力 画 面 に
基 づ い て 、 使 用 者 が パ ス ワ ー ド を 入 力 す る と 、 ス テ ッ プ １ ０ ４ で 最 初 に 入 力 し て Ｉ Ｔ ＿ Ｔ
Ｘ Ｔ に 保 存 設 定 さ れ て い る パ ス ワ ー ド と 、 ユ ー ザ が ス テ ッ プ １ ０ ５ で 入 力 し た パ ス ワ ー ド
が 一 致 し て い る か を チ ェ ッ ク す る （ ス テ ッ プ １ ０ ８ ） 。 両 パ ス ワ ー ド が 一 致 し て い な い 場
合 に は 、 ス テ ッ プ １ ０ ５ に 戻 り 、 再 度 ユ ー ザ に パ ス ワ ー ド 入 力 を 促 し 、 一 致 す る ま で 次 の
ス テ ッ プ １ ０ ９ に は 進 む こ と が で き な い よ う に す る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 ス テ ッ プ １ ０ ８ で パ ス ワ ー ド が 一 致 し た 場 合 は 、 ス テ ッ プ １ ０ ９ に 進 み 、 選 択 さ れ て い
る コ ン テ ン ツ 内 の 全 て の Ｔ Ｅ の ビ ッ ト を テ ン ポ ラ リ ・ イ レ ー ス ・ ス テ ー ト か ら ノ ー マ ル ・
ス テ ー ト に 書 き 換 え 、 選 択 さ れ て い る コ ン テ ン ツ を 視 聴 制 限 状 態 か ら 視 聴 可 能 な 通 常 状 態
に 変 換 す る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 上 記 の ス テ ッ プ １ ０ ９ の 処 理 後 、 又 は 視 聴 制 限 が か か っ て い な い 選 択 し た コ ン テ ン ツ に
対 し て 視 聴 制 限 を 行 わ な い と ス テ ッ プ １ ０ ３ で 判 定 し た 場 合 に は 、 光 デ ィ ス ク を 再 生 す る
か 、 取 り 出 す か の 判 定 を 行 う （ ス テ ッ プ １ １ ０ ） 。 コ ン テ ン ツ の 再 生 を 選 択 し た 場 合 は 、
光 デ ィ ス ク の 再 生 動 作 に 入 る （ ス テ ッ プ １ １ ６ ） 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 一 方 、 ス テ ッ プ １ １ ０ で 光 デ ィ ス ク の 取 り 出 し を 選 択 し た 場 合 は 、 Ｉ Ｔ ＿ Ｔ Ｘ Ｔ に パ ス
ワ ー ド が 保 存 さ れ て い な い か を チ ェ ッ ク し （ ス テ ッ プ １ １ １ ） 、 保 存 さ れ て い る 場 合 は 、
パ ス ワ ー ド を 保 存 す る か し な い か を 選 択 さ せ る （ ス テ ッ プ １ １ ２ ） 。 こ こ で 、 ス テ ッ プ １
１ １ で パ ス ワ ー ド が 設 定 さ れ て い る と 判 定 さ れ た 光 デ ィ ス ク は 、 前 回 視 聴 制 限 さ れ て い て
パ ス ワ ー ド 入 力 し て 再 生 し た 後 取 り 出 し た 光 デ ィ ス ク で あ る 。 ス テ ッ プ １ １ ２ で 保 存 し な
い こ と を 使 用 者 が 選 択 し た と 判 定 し た 場 合 は 、 パ ス ワ ー ド を 消 去 し た 後 （ ス テ ッ プ １ １ ３
） 、 ト レ イ を オ ー プ ン し て 光 デ ィ ス ク の 取 り 出 し を 可 能 と す る （ ス テ ッ プ １ １ ５ ） 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 他 方 、 ス テ ッ プ １ １ ２ で パ ス ワ ー ド を 保 存 す る こ と を 使 用 者 が 選 択 し た と 判 定 し た 場 合
は 、 選 択 さ れ た コ ン テ ン ツ の Ｔ Ｅ ビ ッ ト を 全 て ノ ー マ ル ・ ス テ ー ト か ら テ ン ポ ラ リ ・ イ レ
ー ス ・ ス テ ー ト に 書 き 換 え 、 選 択 さ れ た コ ン テ ン ツ を 視 聴 制 限 状 態 と し た 後 、 ト レ イ を オ
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ー プ ン し て 光 デ ィ ス ク の 取 り 出 し を 可 能 と す る （ ス テ ッ プ １ １ ５ ） 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 こ の よ う に 、 本 実 施 の 形 態 に よ れ ば 、 Ｄ Ｖ Ｄ － Ｖ Ｒ 規 格 で コ ン テ ン ツ が 記 録 さ れ た 光 デ
ィ ス ク の 再 生 時 に 、 Ｄ Ｖ Ｄ － Ｖ Ｒ 規 格 で は 本 来 編 集 の た め に コ ン テ ン ツ 部 分 の 再 生 を 禁 止
す る た め に 使 用 す る テ ン ポ ラ リ ・ イ レ ー ス ・ ス テ ー ト を 利 用 し て 、 選 択 さ れ た コ ン テ ン ツ
を 実 質 上 視 聴 制 限 状 態 と す る こ と が で き る 。 こ の テ ン ポ ラ リ イ レ ー ス 状 態 に 設 定 さ れ た コ
ン テ ン ツ が 記 録 さ れ た 光 デ ィ ス ク を 他 の Ｄ Ｖ Ｄ レ コ ー ダ ／ プ レ ー ヤ （ 光 デ ィ ス ク 記 録 再 生
装 置 ） に 挿 入 し て も 、 当 然 そ の コ ン テ ン ツ 部 分 は 再 生 さ れ な い 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 次 に 、 本 発 明 の 他 の 実 施 の 形 態 に つ い て 説 明 す る 。 本 実 施 の 形 態 は 、 タ イ マ 録 画 の 際 に
視 聴 制 限 の 設 定 を 可 能 と す る も の で あ る 。 図 ５ は 本 実 施 の 形 態 の タ イ マ 録 画 を 設 定 す る た
め の 予 約 画 面 の 一 例 を 示 す 。 同 図 に お い て 、 表 示 部 ４ に は 、 タ イ マ 録 画 を 開 始 す る 開 始 時
刻 表 示 窓 ２ １ 、 終 了 時 刻 表 示 窓 ２ ２ 、 記 録 モ ー ド 表 示 窓 ２ ３ 、 入 力 チ ャ ン ネ ル 表 示 窓 ２ ４
、 視 聴 制 限 状 態 表 示 窓 ２ ５ が 設 け ら れ る と 共 に 、 画 面 下 側 に 視 聴 制 限 設 定 ／ 解 除 ボ タ ン ２
６ 及 び 決 定 ボ タ ン ２ ７ が Ｏ Ｓ Ｄ （ オ ン ス ク リ ー ン デ ィ ス プ レ イ ） で 表 示 さ れ て い る 。 視 聴
制 限 設 定 ／ 解 除 ボ タ ン ２ ６ は 、 記 録 終 了 時 に 視 聴 制 限 の 設 定 を 行 う か ど う か を 選 択 さ せ る
た め の ボ タ ン で あ る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 本 実 施 の 形 態 で は 、 以 下 の 処 理 を 実 行 す る 。 光 デ ィ ス ク 記 録 再 生 装 置 の 使 用 者 が タ イ マ
録 画 の た め に 、 操 作 部 ３ を 操 作 し て 図 ４ に 示 す タ イ マ 録 画 の 予 約 画 面 を 表 示 部 ４ に 表 示 さ
せ 、 タ イ マ 録 画 の 開 始 時 刻 、 終 了 時 刻 、 記 録 モ ー ド 、 録 画 予 約 の 入 力 チ ャ ン ネ ル を そ れ ぞ
れ 入 力 し た 後 、 そ の タ イ マ 録 画 し た チ ャ ン ネ ル の コ ン テ ン ツ の 視 聴 可 否 を 視 聴 制 限 設 定 ／
解 除 ボ タ ン ２ ６ で 指 定 す る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 こ の と き 視 聴 制 限 を し な い と き に は 、 視 聴 制 限 状 態 表 示 窓 ２ ５ に は 「 可 」 の 文 字 が 表 示
さ れ 、 視 聴 制 限 を 行 う と き に は 、 視 聴 制 限 状 態 表 示 窓 ２ ５ に は 例 え ば 「 否 」 の 文 字 が 表 示
さ れ る 。 ま た 、 視 聴 制 限 を 行 う よ う に 視 聴 制 限 設 定 ／ 解 除 ボ タ ン ２ ６ を 操 作 す る と 、 表 示
部 ４ の 表 示 画 面 が 図 ４ に 示 し た パ ス ワ ー ド 入 力 画 面 に 切 り 替 わ り 、 こ の 画 面 で 使 用 者 に パ
ス ワ ー ド を 入 力 さ せ る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 前 述 し た よ う に そ の パ ス ワ ー ド 入 力 が 初 め て の と き に は 、 パ ス ワ ー ド を 光 デ ィ ス ク 上 の
特 定 領 域 、 又 は 固 定 メ モ リ に 保 存 す る 。 パ ス ワ ー ド 入 力 が 初 め て で な い と き に は 、 入 力 し
た パ ス ワ ー ド が 保 存 さ れ て い る パ ス ワ ー ド と 一 致 し た 場 合 の み 、 録 画 終 了 時 の 視 聴 制 限 の
設 定 ／ 解 除 を 行 う （ パ ス ワ ー ド 保 存 が 無 い 場 合 は 無 条 件 で 設 定 可 ） 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 パ ス ワ ー ド 入 力 後 、 表 示 部 ４ の 表 示 画 面 が 再 び 図 ４ の タ イ マ 録 画 の 予 約 画 面 に 切 り 替 わ
り 、 視 聴 制 限 が か け ら れ た コ ン テ ン ツ に つ い て は 図 ４ の 視 聴 制 限 状 態 表 示 窓 ２ ５ を Ｏ Ｓ Ｄ
表 示 し て 、 使 用 者 に 状 態 を 明 示 す る 。 そ し て 、 決 定 ボ タ ン ２ ７ を 押 下 す る こ と に よ り 、 タ
イ マ 録 画 が 完 了 す る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 タ イ マ 録 画 の 開 始 時 刻 に な る と 、 指 定 し た 入 力 チ ャ ン ネ ル の コ ン テ ン ツ の 光 デ ィ ス ク へ
の 録 画 が 自 動 的 に 開 始 さ れ 、 終 了 時 刻 で 録 画 が 自 動 的 に 終 了 す る 。 こ の と き 、 使 用 者 が タ
イ マ 録 画 終 了 後 の 視 聴 制 限 を 設 定 し て い た 場 合 は 、 本 実 施 の 形 態 の 光 デ ィ ス ク 記 録 再 生 装
置 は 、 タ イ マ 録 画 終 了 直 後 に 録 画 し た コ ン テ ン ツ の 全 領 域 を テ ン ポ ラ リ イ レ ー ス 状 態 に な
る よ う に 、 光 デ ィ ス ク の Ｉ Ｆ Ｏ 情 報 を 書 き 換 え る （ Ｔ Ｅ ビ ッ ト を テ ン ポ ラ リ ・ イ レ ー ス ・
ス テ ー ト に 書 き 換 え る ） 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 従 っ て 、 そ の 後 、 タ イ マ 録 画 し た 視 聴 制 限 が か か っ て い る コ ン テ ン ツ を 再 生 す る と き に
は 、 図 １ で 説 明 し た よ う に 、 パ ス ワ ー ド を 入 力 し 、 そ の 入 力 パ ス ワ ー ド が 保 存 さ れ て い る
パ ス ワ ー ド と 一 致 し た 場 合 に 限 り 、 タ イ マ 録 画 し た コ ン テ ン ツ の 全 領 域 の Ｔ Ｅ ビ ッ ト が ノ
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ー マ ル ス テ ー ト に 書 き 換 え ら れ 、 再 生 可 能 と な る （ 図 １ の ス テ ッ プ １ ０ １ 、 １ ０ ２ 、 １ ０
５ 、 １ ０ ８ 、 １ ０ ９ 、 １ １ ０ 、 １ １ ６ ） 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 他 方 、 保 存 し た パ ス ワ ー ド を 知 ら な い 者 が パ ス ワ ー ド を 入 力 し て も 、 そ の 入 力 パ ス ワ ー
ド は 保 存 し た パ ス ワ ー ド と 一 致 す る こ と は な い か ら 、 タ イ マ 録 画 し た コ ン テ ン ツ の 全 領 域
の Ｔ Ｅ ビ ッ ト が ノ ー マ ル ス テ ー ト に 書 き 換 え ら れ る こ と は な く 、 テ ン ポ ラ リ ・ イ レ ー ス ・
ス テ ー ト の ま ま で あ る の で 、 視 聴 が で き な い 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 な お 、 本 発 明 は 以 上 の 実 施 の 形 態 に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 Ｄ Ｖ Ｄ － Ｖ Ｒ 規 格 以 外 の
Ｄ Ｖ Ｄ そ の 他 の 光 デ ィ ス ク に 対 し て も 、 編 集 の 際 に 再 生 を 禁 止 す る 機 能 を 利 用 し て 視 聴 制
限 を す る こ と は 可 能 で あ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ４ ４ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 一 実 施 の 形 態 の フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 の 光 デ ィ ス ク 記 録 再 生 装 置 の 一 実 施 の 形 態 の ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 本 発 明 に お け る メ ニ ュ ー 画 面 の 一 例 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 本 発 明 に お け る パ ス ワ ー ド 入 力 画 面 の 一 例 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 本 発 明 に お け る タ イ マ 録 画 設 定 画 面 の 一 例 を 示 す 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 １ 　 光 デ ィ ス ク 記 録 再 生 部
　 ２ 　 制 御 部
　 ３ 　 操 作 部
　 ４ 　 表 示 部
　 １ １ ～ １ ４ 　 代 表 画 像
　 １ ５ 、 ２ ６ 　 視 聴 制 限 設 定 ／ 解 除 ボ タ ン
　 １ ６ 、 １ ８ 、 ２ ８ 　 カ ー ソ ル
　 １ ７ 　 視 聴 制 限 状 態 表 示 マ ー ク
　 １ ９ 、 ２ ７ 　 決 定 ボ タ ン
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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